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【 告 示 】 

 

和歌山市告示第１７１号 

 差押調書（謄本）及び配当計算書を送達すべきところ、住所及び居所が明らかでないため送達できないので、

和歌山市税条例（昭和２９年条例第３０号）第１６条の規定により次のとおり告示する。 

 なお、送達すべき差押調書（謄本）及び配当計算書は納税課において保管し、送達を受けるべき者の申出によ

り交付する。                 

  令和５年４月５日                     

和歌山市長  尾 花 正 啓    

（登載省略） 

（令和５年４月５日掲示済）  

 

和歌山市告示第１７２号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条第２項の規定に基づき、放置禁

止区域内に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和５年４月１２日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自転車等放置禁止区域 令和５年３月２３日及び同月２５日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）印鑑 

（４）費用 

自転車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

  月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並び

に１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 
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    （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

  和歌山市都市建設局都市計画部まちなみ景観課 電話 ４３５－１０８２ 

（令和５年４月１２日掲示済）  

 

和歌山市告示第１７３号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条の２第２項の規定に基づき、放

置禁止区域外に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和５年４月１２日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

和歌山市内一円市道上、長町公園及び城東公園 令和５年３月２０日、同月２２日、同月２７日及び

同月２９日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条の２第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）印鑑 

（４）費用 

自転車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

  月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並び

に１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

和歌山市都市建設局都市計画部まちなみ景観課 電話 ４３５－１０８２ 

（令和５年４月１２日掲示済）  

 

和歌山市告示第１７４号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第１０条第３項の規定に基づき、利用

者又は所有者から引取りのない自転車等を次のとおり処分するので、同条第４項の規定により告示する。 
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 令和５年４月１２日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 処分理由 

  移動し、保管した旨を告示した日から起算して９０日を経過したが、引取りがないため 

２ 処分年月日 

  令和５年４月１３日 

３ 処分自転車等の放置されていた場所、移動し、保管した年月日及び移動し、保管した旨を告示した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 移動し、保管した旨を告示した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自

転車等放置禁止区域 

令和４年１２月２４日 令和５年１月１２日 

ＪＲ和歌山駅東口周辺自転

車等放置禁止区域 

令和４年１２月２８日 令和５年１月１２日 

南海和歌山市駅前周辺自転

車等放置禁止区域 

令和４年１２月２８日 令和５年１月１２日 

和歌山市内一円市道上、無

料駐輪場 

令和４年１２月１６日、同月１９

日、同月２１日及び同月２７日 

令和５年１月１２日 

４ 処分自転車等の保管場所 

  名称 紀和駅前自転車等保管所 

  所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電話 ４２２－４１００ 

                                   （令和５年４月１２日掲示済）  

 

和歌山市告示第１７５号 

 納税通知書を別紙の者に発送したところ、住所、居所、事務所及び事業所が明らかでないため送達ができない

ので、和歌山市税条例（昭和２９年条例第３０号）第１６条の規定により、次のとおり告示する。 

 なお、送達すべき納税通知書は、市民税課に保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。 

令和５年４月１４日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

送達書類の名称 令和４年度 市民税県民税納税通知書 

（別紙省略） 

（令和５年４月１４日掲示済）  

 

和歌山市告示第１７６号 

 差押調書（謄本）及び配当計算書（謄本）を送達すべきところ、住所及び居所が明らかでないため送達できな

いので、地方税法(昭和２５年法律第２２６号)第２０条の２の規定により次のとおり告示する。 

 なお、送達すべき差押調書（謄本）及び配当計算書（謄本）は債権回収対策課において保管し、送達を受ける

べき者の申出により交付する。 

  令和５年４月１４日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

（登載省略） 

（令和５年４月１４日掲示済）  

 

和歌山市告示第１７７号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁による団体の告示された
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 事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり告示する。 

令和５年４月１４日  

和歌山市長  尾 花 正 啓    

区分 変更事項 変更前 変更後 変更年月日 

禰宜自治会 代表者の氏

名及び住所 

四宮壽和 

和歌山市禰宜２６－４ 

打越 尚 

和歌山市禰宜４５９ 

令和５年４月１日 

（令和５年４月１４日掲示済）  

 

和歌山市告示第１７８号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁による団体の告示された

事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり告示する。 

令和５年４月１４日  

和歌山市長  尾 花 正 啓    

区分 変更事項 変更前 変更後 変更年月日 

府中御坊自治

会 

代表者の氏

名及び住所 

藪田謙二 

和歌山市府中８８－１５ 

千葉 昭 

和歌山市府中９２－１６ 

令和５年４月１日 

主たる事務

所の所在地 

和歌山市府中８８－１５ 和歌山市府中９２－１６ 

（令和５年４月１４日掲示済）  

 

和歌山市告示第１７９号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁による団体の告示された

事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり告示する。 

令和５年４月１４日  

和歌山市長  尾 花 正 啓    

区分 変更事項 変更前 変更後 変更年月日 

ウッドビレ

ッジ川永自

治会 

代表者の氏

名及び住所 

中西浩一 

和歌山市楠本７２―１０１ 

山口敏也 

和歌山市楠本７２－８０ 

令和５年４月４日 

主たる事務

所の所在地 

和歌山市楠本７２―１０１ 和歌山市楠本７２－８０ 

 （令和５年４月１４日掲示済）  

 

和歌山市告示第１８０号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁による団体の告示された

事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり告示する。 

令和５年４月１４日  

和歌山市長  尾 花 正 啓    

区分 変更事項 変更前 変更後 変更年月日 

下和佐自治会 代表者の氏

名及び住所 

鳥居美成 

和歌山市下和佐２０番地 

下村政徳 

和歌山市下和佐４３７－１ 

令和５年３月４

日 

 （令和５年４月１４日掲示済）  

 

和歌山市告示第１８１号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁による団体の告示された

事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり告示する。 
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 令和５年４月１４日  

和歌山市長  尾 花 正 啓    

区分 変更事項 変更前 変更後 変更年月日 

西田井団地自

治会 

代表者の氏

名及び住所 

硲 揚子 

和歌山市西田井１６０－

１９ 

森下幸美 

和歌山市西田井１６０－

１４ 

令和５年４月１１

日 

 （令和５年４月１４日掲示済）  

 

和歌山市告示第１８２号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁による団体の告示された

事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり告示する。 

令和５年４月１７日  

和歌山市長  尾 花 正 啓    

区分 変更事項 変更前 変更後 変更年月日 

和歌山市西和

佐地区高柳自

治会 

代表者の氏

名及び住所 

前田早苗 

和歌山市岩橋２９０ 

仲河義仁 

和歌山市岩橋２３６－３ 

令和５年４月９日 

主たる事務

所の所在地 

和歌山市岩橋２９０ 和歌山市岩橋２３６－３ 

（令和５年４月１７日掲示済）  

 

和歌山市告示１８３号 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項、第８２条第２項及び第１１５条の５第２項の規定に

よる事業を廃止する旨の届出があったので、同法第７８条、第８５条及び第１１５条の１０の規定により次のと

おり告示する。 

令和５年４月１７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

介護保険事

業者番号 

事業者の名称又は

氏名 
事業所の名称及び所在地 サービスの種類 廃止年月日 

３０７０１

１４２７１ 

合同会社ヘルパー

ステーションとわ 

ヘルパーステーションと

わ 

和歌山市直川１９１２番

地３－２０２ 

訪問介護 令和５年３月１

４日 

３０７０１

１１３２７ 

有限会社キシウラ ケアプランおまもり 

和歌山市内原１６７８番

地の５１ 

居宅介護支援 令和５年３月３

１日 

３０７０１

０１６６６ 

株式会社ニチイ学

館 

ニチイケアセンター大浦 

和歌山市西小二里３丁目

６－４６ やまだクリニ

ックビル３F 

福祉用具貸与 

介護予防福祉用

具貸与 

令和５年３月３

１日 

３０７０１

０１６６６ 

株式会社ニチイ学

館 

ニチイケアセンター大浦 

和歌山市西小二里３丁目

６－４６ やまだクリニ

ックビル３F 

特定福祉用具販

売 

特定介護予防福

祉用具販売 

令和５年３月３

１日 

３０７０１

１３２７３ 

株式会社恵成の郷 訪問介護事業所かなで 

和歌山市田尻６９３－１ 

訪問介護 令和５年３月３

１日 

３０７０１ 有限会社プログレ 訪問介護ステーションあ 訪問介護 令和５年３月３ 
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 ０５８４０ ス い楠見 

和歌山市船所５５ 

 １日 

３０７０１

１１７６４ 

合同会社ケアセン

ターほたる 

合同会社ケアセンターほ

たる 

和歌山市園部１１０番地

２１ 

居宅介護支援 令和５年３月３

１日 

３０１０１

１１２５４ 

医療法人弘愛会 医療法人弘愛会黒田医院 

和歌山市古屋６４ 

短期入所療養介

護 

介護予防短期入

所療養介護 

令和５年３月３

１日 

３０６０１

９０５８８ 

株式会社プライマ

リ―ネット 

プライマリーリハビリ訪

問看護ステーション 

和歌山市園部８７０－１ 

訪問看護 

介護予防訪問看

護 

令和５年３月３

１日 

（令和５年４月１７日掲示済）  

 

和歌山市告示第１８４号 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の規定による事業を廃止する旨の届出があったの

で、同法第７８条の１１の規定により次のとおり告示する。 

令和５年４月１７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

介護保険事

業者番号 

事業者の名称及び主たる

事務所の所在地並びに代

表者の氏名及び住所 

事業所の名称及び所在

地 サービスの種類 廃止年月日 

３０９０１

０１１９１ 

株式会社河北食品 

和歌山市栄谷１８４番１ 

上野精計 

和歌山市島橋東ノ丁７－

９ 

リハビリステーション

ＣＯＣＯｆｉｎｅ 

和歌山市向２－８ 

地域密着型通所

介護 

令和５年３月

３１日 

３０９０１

００９３８ 

株式会社作業ライフ 

和歌山市和歌浦南２丁目

３番１１号 

藤村篤史 

和歌山市和歌浦南２丁目

３番１１号 

リハビリテーション倶

楽部さくら 

和歌山市神前１２５－

３ 

地域密着型通所

介護 

令和５年３月

３１日 

（令和５年４月１７日掲示済）  

 

和歌山市告示第１８５号 

介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の６２の３第２項第４号の規定による事業を

廃止する旨の届出があったので、和歌山市介護予防・日常生活支援総合事業に係る第１号事業に関する規則（平

成２８年規則第９４号）第１６条の規定により次のとおり告示する。 

令和５年４月１７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

介護保険事

業者番号 

事業者の名称又は

氏名 
事業所の名称及び所在地 サービスの種類 廃止年月日 

３０７０１

１４２７１ 

 

合同会社ヘルパー

ステーションとわ 

 

ヘルパーステーションとわ 

和歌山市直川１９１２番地

３－２０２ 

予防給付型訪問サ

ービス 

生活支援型訪問サ 

令和５年３月１

４日 
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    ービス  

３０７１７

０１０２７ 

一般社団法人ＢＢ

Ｓ２０２０ 

訪問介護Ｒｉｎ 

和歌山県紀の川市貴志川町

長山２７７－３７０ 

予防給付型訪問サ

ービス 

 

令和５年３月２

８日 

３０７０１

１１８７１ 

株式会社いろは 訪問介護みその 

和歌山市美園町５丁目１１

－１４ 

生活支援型訪問サ

ービス 

令和５年３月３

１日 

３０７０１

０５９２３ 

社会福祉法人紀三

福祉会 

第二紀三井寺苑デイサービ

スセンター 

和歌山市紀三井寺７５４番

地 

短時間型通所サー

ビス 

令和５年３月３

１日 

３０９０１

０１１９１ 

株式会社河北食品 リハビリステーションＣＯ

ＣＯｆｉｎｅ 

和歌山市向２－８ 

予防給付型通所サ

ービス 

令和５年３月３

１日 

３０７０１

１３２７３ 

株式会社恵成の郷 訪問介護事業所かなで 

和歌山市田尻６９３－１ 

予防給付型訪問サ

ービス 

令和５年３月３

１日 

３０７０１

０５８４０ 

有限会社プログレ

ス 

訪問介護ステーションあい

楠見 

和歌山市船所５５ 

予防給付型訪問サ

ービス 

生活支援型訪問サ

ービス 

令和５年３月３

１日 

３０７０１

１１８３０ 

株式会社作業ライ

フ 

リハビリテーション倶楽部

さくら 

和歌山市神前１２５－３ 

予防給付型通所サ

ービス 

令和５年３月３

１日 

（令和５年４月１７日掲示済）  

 

和歌山市告示第１８６号 

健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項の規定によりなお

その効力を有するものとされた同法第２６条の規定による改正前の介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下

「旧介護保険法」という。）第１１３条の規定による指定介護療養型医療施設の指定を辞退する旨の申出があっ

たので、旧介護保険法第１１５条の規定により次のとおり告示する。 

令和５年４月１７日 

  和歌山市長  尾 花 正 啓    

介護保険事

業者番号 

指定介護療養型医療施

設の開設者の名称又は

氏名 

指定介護療養型医療施設

の名称及び所在地 サービスの種類 

指定の辞退年

月日 

３０１０１

１１２５４ 

医療法人弘愛会 医療法人弘愛会黒田医院 

和歌山市古屋６４ 

介護療養型医療

施設 

令和５年３月

３１日 

（令和５年４月１７日掲示済）  

 

和歌山市告示第１８７号              

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の指定居宅サービスに係る指定、第４６条第１項

の指定居宅介護支援に係る指定及び第５３条第１項本文の指定介護予防サービスに係る指定をしたので、同法第

７８条、第８５条及び第１１５条の１０の規定により次のとおり告示する。 

令和５年４月１７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

介護保険

事業者番

号 

事業者又は開設者の名称

又は氏名 事業所の名称及び所在地 サービスの種類 指定年月日 
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３０６０

１９１３

１３ 

株式会社あかりホーム あかり訪問看護 

和歌山市有本４８１番地

の３ 

訪問看護 

介護予防訪問看護 

令和５年４月

１日 

３０６０

１９１３

２１ 

Ｍｉｒａｉｓｅ株式会社 訪問看護リハビリ手ｔｏ

手 

和歌山市狐島６００番地

１ シマハイツ１０５号 

訪問看護 

介護予防訪問看護 

令和５年４月

１日 

３０６０

１９１３

３９ 

株式会社サンブリッジ 訪問看護ステーションみ

ちラボ和歌山 

和歌山市太田３丁目７－

２４ 

訪問看護 

介護予防訪問看護 

令和５年４月

１日 

３０６０

１９１３

４７ 

有限会社ハッピーライフ 訪問看護ステーションひ

とつ 

和歌山市津秦２２９－４ 

訪問看護 

介護予防訪問看護 

令和５年４月

１日 

３０６０

１９１３

５４ 

株式会社たいよう 訪問看護たいよう 

和歌山市六十谷８７２番

地 メゾンルピナス１０

６号 

訪問看護 

介護予防訪問看護 

令和５年４月

１日 

３０６０

１９１３

６２ 

株式会社ＰｒｉｍａＳ プライマリーリハビリ訪

問看護ステーション和歌

山北 

和歌山市園部８７０番地

の１ 

訪問看護 

介護予防訪問看護 

令和５年４月

１日 

３０７０

１１４３

９６ 

Ｂａｒｒｅｌ株式会社 さざんかケアセンター 

和歌山市湊通丁南１丁目

８ ハイツ紀ノ国２号館

１０１ 

居宅介護支援 令和５年４月

１日 

３０７０

１１４４

０４ 

社会福祉法人福美会 訪問介護ひだまり 

和歌山市福島２９６番地

の３ 

訪問介護 令和５年４月

１日 

３０７０

１１４４

１２ 

株式会社玉置建材 デイサービスラフテル 

和歌山市木ノ本２４３番

１ 

通所介護 令和５年４月

１日 

３０７０

１１４４

２０ 

株式会社河北食品 シニアデイサービスＣＯ

ＣＯｆｉｎｅ 

和歌山市延時８４－１ 

通所介護 令和５年４月

１日 

３０７０

１１４４

３８ 

株式会社ヨキダス ヘルパーステーションパ

ステル 

和歌山市田尻６９３－１ 

訪問介護 令和５年４月

１日 

（令和５年４月１７日掲示済）  

 

和歌山市告示第１８８号              

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の３第１項の第１号事業に係る指定をしたので、和

歌山市介護予防・日常生活支援総合事業に係る第１号事業に関する規則（平成２８年規則第９４号）第１６条の

規定により次のとおり告示する。 

令和５年４月１７日 

                              和歌山市長  尾 花 正 啓    
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介護保険

事業者番

号 

事業者又は開設者

の名称又は氏名 事業所の名称及び所在地 サービスの種類 指定年月日 

３０７０

１１４４

０４ 

社会福祉法人福美

会 

訪問介護ひだまり 

和歌山市福島２９６番地の３ 

予防給付型訪問サ

ービス 

生活支援型訪問サ

ービス 

令和５年４月

１日 

３０７０

１１４４

１２ 

株式会社玉置建材 デイサービスラフテル 

和歌山市木ノ本２４３番１ 

予防給付型通所サ

ービス 

令和５年４月

１日 

３０７０

１１４４

２０ 

株式会社河北食品 

 

シニアデイサービスＣＯＣＯｆ

ｉｎｅ 

和歌山市延時８４－１ 

予防給付型通所サ

ービス 

令和５年４月

１日 

３０７０

１１４４

３８ 

株式会社ヨキダス ヘルパーステーションパステル 

和歌山市田尻６９３－１ 

予防給付型訪問サ

ービス 

令和５年４月

１日 

（令和５年４月１７日掲示済）  

 

 和歌山市告示第１８９号              

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１０７条第１項の介護医療院の開設に係る許可をしたので、同法第

１１４条の７の規定により次のとおり告示する。 

令和５年４月１７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

介護保険事

業者番号 

事業者又は開設者の 

名称又は氏名 

事業所の名称及び所在

地 
サービスの種類 許可年月日 

３０Ｂ０１

０００３２ 

医療法人弘愛会 黒田医院介護医療院 

和歌山市古屋６４番地 

介護医療院 令和５年４月

１日 

（令和５年４月１７日掲示済）  

 

和歌山市告示第１９０号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項

の指定障害福祉サービス事業者から同法第４６条第２項の規定による事業の廃止の届出があったので、同法第５

１条第２号の規定により次のとおり告示する。 

  令和５年４月１７日  

和歌山市長  尾 花 正 啓    

事業所番
号 

事業所の名
称 

事業所の所
在地 

指定に係
る種類 

主たる対
象とする
障害種別 

事業者の
名称 

事業者の主た
る事務所の所
在地 

指定年月
日 

廃止
年月
日 

３０１０

１２３２

６７ 

訪問介護事

業所 かな

で 

和歌山市田

尻６９３－

１ 

居宅介護 身体障害

者、知的

障害者、

精神障害

者 

株式会社

恵成の郷 

和歌山県田辺

市東山１丁目

５－１４ Ｓ

シティビル２

０３号 

令和２年

２月１日 

令和

５年

３月

３１

日 

（令和５年４月１７日掲示済）  

 

和歌山市告示第１９１号 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項の指定障害児通所支援事業者から第２１
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 条の５の２０第４項の規定による事業の廃止の届出があったので、同法第２１条の５の２５の規定により次の

とおり告示する。 

  令和５年４月１７日  

和歌山市長  尾 花 正 啓    

事業所番
号 

事業所の名
称 

事業所の所
在地 

指定に係
る種類 

事業者の
名称 

事業者の主たる
事務所の所在地 

指定年月日 廃止年月日 

３０５０

１００６

６２ 

ファミリー

・キッズ 

和歌山市土

入１６８－

２８ 土入

二葉ビル 

放課後等

デイサー

ビス 

有限会社

ファミリ

ー 

和歌山市松江７

００－１ 

平成２７年

９月１日 

令和５年３

月３１日 

３０５０

１００４

０７ 

児童デイサ

ービス こ

うさぎ 

和歌山市黒

田１８－４ 

児童発達

支援、放

課後等デ

イサービ

ス 

特定非営

利活動法

人コミュ

ニティネ

ット 

和歌山市黒田２

７９－４ 

平成２４年

４月１日 

令和５年３

月３１日 

（令和５年４月１７日掲示済）  

 

和歌山市告示第１９２号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項

の指定障害福祉サービス事業者の指定をしたので、同法第５１条第１号の規定により次のとおり告示する。 

  令和５年４月１７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

事業所
番号 

事業所の
名称 

事業所の所
在地 

指定に係る
種類 

主たる対
象とする
障害種別 

事業者の
名称 

事業者の主た
る事務所の所
在地 

指定年月
日 

指定の
有効期
限 

３０１

０１２

４１０

９ 

ＹＭＡ 

生活介護

事業所だ

るま 

和歌山市西

庄８７－１ 

生活介護 特定なし 株式会社

山根 

和歌山市古屋

６８－４９ 

令和５年

４月１日 

令和１

１年３

月３１

日 

３０１

０１２

４０８

３ 

グループ

ホームＢ

ｒｕｎｏ

三葛 

和歌山市三

葛２８５－

１３２ 

短期入所 知的障害

者、精神

障害者、

障害児 

一般社団

法人Ｆｌ

ｏｗ 

和歌山市井戸

２７５－１９ 

令和５年

４月１日 

令和１

１年３

月３１

日 

３０２

０１２

３４９

７ 

たいよう

愛らんど 

和歌山市六

十谷１０２

１番地１ 

共同生活援

助 

知的障害

者、精神

障害者 

株式会社

たいよう 

和歌山市太田

６６７－１ 

令和５年

４月１日 

令和１

１年３

月３１

日 

３０１

０１２

４１３

３ 

ネクスト

マーリン 

和歌山市神

前１２５－

３ 

就労移行支

援 

身体障害

者（肢体

不自由、

聴覚・言

語、内部

障害）、

知的障害

者、精神

障害者 

株式会社

ＥＮＩＡ 

 

和歌山市伊太

祈曽５１３－

２ 

令和５年

４月１日 

令和１

１年３

月３１

日 
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３０１

０１２

４０９

１ 

ヘルパー

ステーシ

ョン パ

ステル 

和歌山市田

尻６９３－

１ 

居宅介護 特定なし 株式会社

ヨキダス 

和歌山県田辺

市新屋敷町５

６番地１３ 

令和５年

４月１日 

令和１

１年３

月３１

日 

３０１

０１２

４１２

５ 

ほくすい

かん 

和歌山市福

島２４８－

７ グリー

ンフル小畑

２－Ａ 

居宅介護、

重度訪問介

護、同行援

護 

特定なし 株式会社

北水館 

和歌山市砂山

南３丁目３番

３４号 

令和５年

４月１日 

令和１

１年３

月３１

日 

３０１

０１２

４１１

７ 

幹らんど 和歌山市冬

野７０３－

９ 

短期入所 身体障害

者、障害

児 

一般社団

法人幹ら

んど 

和歌山市冬野

７０３－９ 

令和５年

４月１日 

令和１

１年３

月３１

日 

３０２

０１２

３５０

５ 

広場のい

え 

和歌山市小

松原６丁目

１－５１ 

共同生活援

助 

身体障害

者、知的

障害者、

精神障害

者 

株式会社

ＫＲ和歌

山 

和歌山県海南

市岡田４６５

－４ 

令和５年

４月１日 

令和１

１年３

月３１

日 

                                （令和５年４月１７日掲示済）  

 

和歌山市告示第１９３号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５１条の１

４第１項の指定一般相談支援事業者を指定したので、同法第５１条の３０第１項第１号の規定により次のとお

り告示する。 

  令和５年４月１７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

事業所
番号 

事業所の
名称 

事業所の所
在地 

指定に係
る種類 

主たる対
象とする
障害種別 

事業者の名
称 

事業者の主た
る事務所の所
在地 

指定年
月日 

指定の
有効期
限 

３０３
０１２
３３５
４ 

相談支援
事業所ｉ
ｄｅＬ＆
ｃｏ．（
あいでる
とこ） 

和歌山市西
田井３１８
－５ 

地域移行
支援、地
域定着支
援 

特定なし 一般社団法
人ｉｄｅＬ
＆ｃｏ． 

和歌山市西田
井３１８－５ 

令和５
年４月
１日 

令和１
１年３
月３１
日 

３０３
０１２
１３３
３ 

相談支援
事業所ヤ
マックス 

和歌山市松
江東１丁目
７－３６ 

地域移行
支援、地
域定着支
援 

特定なし 有限会社ヤ
マックス 

和歌山市松江
東１丁目７－
３６ 

令和５
年４月
１日 

令和１
１年３
月３１
日 

（令和５年４月１７日掲示済）  

 

和歌山市告示第１９４号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５１条の１

７第１項第１号の指定特定相談支援事業者を指定したので、同法第５１条の３０第２項第１号の規定により次

のとおり告示する。 

  令和５年４月１７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓   
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 事業所
番号 事業所の名称 

事業所の
所在地 

指定に係
る種類 

主たる対
象とする
障害種別 

事業者の
名称 

事業者の主た
る事務所の所
在地 

指定年
月日 

指定の
有効期
限 

３０３
０１２
３３５
４ 

相談支援事業
所ｉｄｅＬ＆
ｃｏ．（あい
でるとこ） 

和歌山市
西田井３
１８－５ 

計画相談
支援 

特定なし 一般社団
法人ｉｄ
ｅＬ＆ｃ
ｏ． 

和歌山市西田
井３１８－５ 

令和５
年４月
１日 

令和１
１年３
月３１
日 

３０３
０１２
３３４
７ 

相談支援事業

所ひより 

和歌山市

西田井３

６６－８ 

 ２Ｆ 

計画相談

支援 

特定なし 株式会社

ノエル 

和歌山市船所

２５－６ 

令和５

年４月

１日 

令和１

１年３

月３１

日 

（令和５年４月１７日掲示済）  

 

和歌山市告示第１９５号 

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項の指定障害児通所支援事業者を指定した

ので、同法第２１条の５の２５の規定により次のとおり告示する。 

  令和５年４月１７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

事業所番
号 

事業所の
名称 

事業所の所
在地 

指定に係る
種類 

事業者の名
称 

事業者の主た
る事務所の所
在地 

指定年月
日 

指定の有効
期限 

３０５０

１０１２

２３ 

はぐみ神

前教室 

和歌山市神

前１０９－

１９ 

児童発達支

援、放課後

等デイサー

ビス 

株式会社亀

甲 

和歌山市木ノ

本１１１２－

１ 

令和５年

４月１日 

令和１１年

３月３１日 

３０５０

１０１０

５８ 

幹はうす 和歌山市冬

野７０３番

地９ 

放課後等デ

イサービス 

一般社団法

人幹 

和歌山県紀の

川市貴志川町

長原５２８番

地７ 

令和５年

４月１日 

令和１１年

３月３１日 

３０５０

１０１２

１５ 

幹らんど 和歌山市冬

野７０３－

９ 

児童発達支

援、保育所

等訪問支援 

一般社団法

人幹らんど 

和歌山市冬野

７０３－９ 

令和５年

４月１日 

令和１１年

３月３１日 

３０５０

１０１２

０７ 

児童発達

支援セン

ター 通

園あるば 

和歌山市島

橋北ノ丁１

番１５号 

児童発達支

援、保育所

等訪問支援 

社会福祉法

人公風会 

和歌山市島橋

南ノ丁６番２

１号 

令和５年

４月１日 

令和１１年

３月３１日 

３０５０

１０１１

８１ 

森のひろ

ば 

和歌山鳴神

１３番地２ 

保育所等訪

問支援 

コネクトｗ

ｉｔｈチャ

イルド株式

会社 

和歌山市和田

２６３番地１

１ 

令和５年

４月１日 

令和１１年

３月３１日 

                                （令和５年４月１７日掲示済）  

 

和歌山市告示第１９６号 

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条の２６第１項第１号の指定障害児相談支援事業者を指定し

たので、同法第２４条の３７第１項第１号の規定により次のとおり告示する。 

  令和５年４月１７日 
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 和歌山市長  尾 花 正 啓    

事業所番
号 

事業所の
名称 

事業所の所
在地 

指定に係
る種類 

主たる対
象とする
障害種別 

事業者の
名称 

事業者の主た
る事務所の所
在地 

指定年
月日 

指定の
有効期
限 

３０７０
１０１２
３７ 

相談支援
事業所ｉ
ｄｅＬ＆
ｃｏ．（
あいでる
とこ） 

和歌山市西
田井３１８
－５ 

障害児相
談支援 

特定なし 一般社団
法人ｉｄ
ｅＬ＆ｃ
ｏ． 

和歌山市西田
井３１８－５ 

令和５
年４月
１日 

令和１
１年３
月３１
日 

（令和５年４月１７日掲示済）  

 

【 公 告 】 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号による道路の位置を次のとおり指定する。            

令和５年４月７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

指定年月日 

指定番号 
地名地番 申請者住所氏名 

道路幅員×延長 

総延長 

令和５年４月５日 

和建指第２７２９号 

和歌山市大谷字藤原

田８５番２ 

 

 

和歌山市本町４丁目４３番

地１ 

株式会社ＭＴｅｓｔａｔｅ 

代表取締役 田端 裕 

６．００ｍ×２１．７２ｍ 

５．００ｍ～５．１５ｍ 

×２２．５６ｍ 

  ４４．２８ｍ 

（令和５年４月７日掲示済）  

 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定

に基づき公告する。 

  令和５年４月１０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

和歌山市朝日字曽垣田９６３番５ 和歌山市冬野１７８番地１ クレメントＤ１０１号 

前田剛志 

（令和５年４月１０日掲示済）  

 

土地の所有者等の所在が明らかでなく土地の所有者等の確認を得ることができないため、地籍調査作業規程準

則（昭和３２年総理府令第７１号）第３０条第２項の規定により筆界案を作成したので、同条第４項の規定によ

り公告する。 

  令和５年４月１７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 土地の所在・地番 

和歌山市吉礼字薄葉７１４番２ 

和歌山市吉礼字薄葉７１５番２ 

２ 筆界案を確認することができる場所 

名称 和歌山市都市建設局建設総務部地籍調査課 

所在地 和歌山市七番丁１１番地１ アラスカビル２階 

電話 ０７３－４３５－１０７５ 

３ 筆界案を確認することができる者 
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  １に記載した土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人のうちで所在が明らかでない者 

４ 筆界案の作成者 

  和歌山市 

５ ３に記載した者は、公告の日から起算して２０日間（ただし、期間の末日が休日に当たるときは、その翌日

までの間）意見を申し出ることができる。なお、当該期間を経過しても申出がないときは、３に記載した者の

確認を得ずに調査を行う。 

（令和５年４月１７日掲示済）  

 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定

に基づき公告する。 

  令和５年４月１７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

和歌山市西庄字北西岡５６１番、５６２番２の一

部、字南西岡９９２番２の一部、里道 

東京都品川区大崎１丁目１１番２号 ゲートシテ

ィ大崎イーストタワー 

株式会社ローソン 代表取締役 竹増貞信 

（令和５年４月１７日掲示済）  

 

【 選挙管理委員会告示 】 

 

和歌山市選挙管理委員会告示第２９号 

 和歌山市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  令和５年４月６日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長  大 西 勉 己    

１ 日時 令和５年４月１５日（土）午前１０時００分 

２ 場所 和歌山市西汀丁３６番地 

和歌山商工会議所１階選挙管理委員会室 

３ 案件 

（１）選挙人名簿に登録するについて 

（２）直接請求に必要な選挙人の数について 

（３）選挙人名簿から抹消するについて 

（４）令和４年１０月１４日開催和歌山市選挙管理委員会議案第３号（和歌山市長選挙における選挙運動に関す

る収支報告書の要旨の公表について）の訂正について 

（５）和歌山市議会議員一般選挙の選挙運動費用の制限額について 

                            （令和５年４月６日掲示済）  

 

和歌山市選挙管理委員会告示第３０号 

 選挙管理委員会の招集（令和５年選挙管理委員会告示第２１号）の一部を次のように改正する。 

  令和５年４月８日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長  大 西 勉 己    

３案件に次のように加える。 

（２）在外選挙人名簿に登録するについて 

                             （令和５年４月８日掲示済）  
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和歌山市選挙管理委員会告示第３１号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の規定による各種請求、市町村の合併の特例に関する法律（平成１６

年法律第５９号）の規定による各種請求及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６

２号）の規定による委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は、次のとおりである。 

令和５年４月１０日 

和歌山市選挙管理委員会     

委員長  大 西 勉 己    

１ 地方自治法第７４条第１項及び第７５条第１項並びに市町村の合併の特例に関する法律第４条第１項及び第

５条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ６，０９７人 

２ 地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１条第１項及び第８６条第１項並びに地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第８条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の３分の１の数 １０１，６０８人 

３ 市町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項及び第５条第１５項に規定する選挙権を有する者の総数の

６分の１の数 ５０，８０４人 

（令和５年４月１０日掲示済）  

 

和歌山市選挙管理委員会告示第３２号 

 令和５年４月２３日執行の衆議院小選挙区和歌山県第１区選出議員補欠選挙における各投票所内における候補

者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を次のように定める。 

 令和５年４月１１日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長  大 西 勉 己    

１ 場所 和歌山市西汀丁３６番地 和歌山商工会議所１階 選挙管理委員会事務局 

２ 日時 令和５年４月１１日（火）午後５時３０分 

（令和５年４月１１日掲示済）  

 

和歌山市選挙管理委員会告示第３３号 

 令和５年４月２３日執行の衆議院小選挙区和歌山県第１区選出議員補欠選挙における和歌山市開票区の開票の

場所及び日時を次のように定める。 

 令和５年４月１１日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長  大 西 勉 己    

１ 開票の場所 和歌山市土入３１８番地の１ 和歌山市立市民体育館 

２ 日時 令和５年４月２３日（日） 午後９時３０分 

（令和５年４月１１日掲示済）  

 

和歌山市選挙管理委員会告示第３４号 

 令和５年４月２３日執行の衆議院小選挙区和歌山県第１区選出議員補欠選挙における候補者から届出のあった

開票立会人となるべき者が１０人を超えるとき、又は同一の政党その他の政治団体に属する者が３人以上のとき

の開票立会人となるべき者を定める「くじ」を行う場所及び日時を次のように定める。 

 令和５年４月１１日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長  大 西 勉 己    

１ 場所 和歌山市西汀丁３６番地 和歌山商工会議所４階 第２会議室 

２ 日時 令和５年４月２０日（木） 午後６時００分 

（令和５年４月１１日掲示済）  
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和歌山市選挙管理委員会告示第３５号 

令和５年４月２３日執行予定の衆議院小選挙区和歌山県第１区選出議員補欠選挙における、期日前投票所及び

期日前投票所を設ける期間を、次のとおり定める。 

令和５年４月１１日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長  大 西 勉 己    

１ 期日前投票所 和歌山市西汀丁３６番地 

         和歌山商工会議所１階市選挙管理委員会事務局 

         和歌山市市小路１９２番地３ 

         和歌山市河北コミュニティセンター１階 

         和歌山市寺内６６５番地 

         和歌山市東部コミュニティセンター１階 

         和歌山市紀三井寺８５６番地 

和歌山市南コミュニティセンター３階 

         和歌山市直川３２６番地７ 

         和歌山市さんさんセンター紀の川１階 

         和歌山市布施屋４１番地 

         和歌山市河南コミュニティセンター１階 

         和歌山市小雑賀８０５番地１ 

         オークワセントラルシティ和歌山店書籍売り場横 

和歌山市中字楠谷５７３番地 

         イオンモール和歌山３階イオンホール 

２ 期日前投票所を設ける期間 

  令和５年４月１２日（水）から同月２２日（土）まで 午前８時３０分から午後８時まで 

（令和５年４月１１日掲示済）  

 

和歌山市選挙管理委員会告示第３６号 

令和５年４月２３日執行予定の衆議院小選挙区和歌山県第１区選出議員補欠選挙の期日前投票所である和歌山

市河北コミュニティセンター１階、和歌山市東部コミュニティセンター１階、和歌山市南コミュニティセンター

３階、和歌山市さんさんセンター紀の川１階、和歌山市河南コミュニティセンター１階、オークワセントラルシ

ティ和歌山店書籍売り場横及びイオンモール和歌山３階イオンホールにおいて、次のとおり開始時刻の繰り下げ

をする。 

令和５年４月１１日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長  大 西 勉 己    

開始時刻 

（１）和歌山市河北コミュニティセンター１階 午前９時 

（２）和歌山市東部コミュニティセンター１階 午前９時 

（３）和歌山市南コミュニティセンター３階 午前９時 

（４）和歌山市さんさんセンター紀の川１階 午前９時 

（５）和歌山市河南コミュニティセンター１階 午前９時 

（６）オークワセントラルシティ和歌山店書籍売り場横 午前９時 

（７）イオンモール和歌山３階イオンホール 午前１０時 

（令和５年４月１１日掲示済）  
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 和歌山市選挙管理委員会告示第３７号 

令和５年４月２３日執行予定の衆議院小選挙区和歌山県第１区選出議員補欠選挙における在外選挙人の期日前

投票所を、次のとおり定める。 

令和５年４月１１日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長  大 西 勉 己    

期日前投票所 和歌山市西汀丁３６番地 

       和歌山商工会議所１階市選挙管理委員会事務局 

       和歌山市市小路１９２番地３ 

       和歌山市河北コミュニティセンター１階 

       和歌山市寺内６６５番地 

       和歌山市東部コミュニティセンター１階 

       和歌山市紀三井寺８５６番地 

和歌山市南コミュニティセンター３階 

       和歌山市直川３２６番地７ 

       和歌山市さんさんセンター紀の川１階 

       和歌山市布施屋４１番地 

       和歌山市河南コミュニティセンター１階 

和歌山市小雑賀８０５番地１ 

       オークワセントラルシティ和歌山店書籍売り場横 

       和歌山市中字楠谷５７３番地 

       イオンモール和歌山３階イオンホール 

（令和５年４月１１日掲示済）  

 

和歌山市選挙管理委員会告示第３８号 

 和歌山市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  令和５年４月１４日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長  大 西 勉 己    

１ 日時 令和５年４月２３日（日）午前７時００分 

２ 場所 和歌山市西汀丁３６番地 

和歌山商工会議所１階選挙管理委員会室 

３ 案件 選挙人名簿から抹消するについて 

                            （令和５年４月１４日掲示済） 

 

和歌山市選挙管理委員会告示第３９号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の規定による各種請求、市町村の合併の特例に関する法律（平成１６

年法律第５９号）の規定による各種請求及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６

２号）の規定による委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は、次のとおりである。 

令和５年４月１５日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長  大 西 勉 己    

１ 地方自治法第７４条第１項及び第７５条第１項並びに市町村の合併の特例に関する法律第４条第１項及び第

５条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ６，０９７人 

２ 地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１条第１項及び第８６条第１項並びに地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第８条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の３分の１の数 １０１，６１３人 
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 ３ 市町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項及び第５条第１５項に規定する選挙権を有する者の総数の

６分の１の数 ５０，８０７人 

（令和５年４月１５日掲示済）  

 

和歌山市選挙管理委員会告示第４０号 

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１８９条第１項の規定による令和４年８月２１日執行の和歌山市

長選挙における各候補者の選挙運動費用に関する収入及び支出の報告書について、訂正の届出があったので、同

法第１９２条第１項の規定に基づき、令和４年和歌山市選挙管理委員会告示第６３号（和歌山市長選挙における

選挙運動に関する収支報告書の要旨）を次のとおり訂正し、公表する。 

  令和５年４月１５日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長  大 西 勉 己    

令和４年１０月１４日和歌山市選挙管理委員会議案第３号における収支報告書の要旨のうち、和歌山市長選挙

候補者𠮷本昌純の第１回報告分の収入（主たる寄附）の欄中、「株式会社オーエスエム」を「大和久 郁夫」に

訂正し、職業欄に「自営業」を追加する。 

 訂正後の収支報告書の要旨 （別表省略） 

（令和５年４月１５日掲示済）  

 

和歌山市選挙管理委員会告示第４１号 

令和５年４月２３日執行予定の和歌山市議会議員一般選挙における、期日前投票所及び期日前投票所を設ける

期間を、次のとおり定める。 

令和５年４月１６日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長  大 西 勉 己    

１ 期日前投票所 和歌山市西汀丁３６番地 

         和歌山商工会議所１階市選挙管理委員会事務局 

         和歌山市市小路１９２番地３ 

         和歌山市河北コミュニティセンター１階 

         和歌山市寺内６６５番地 

         和歌山市東部コミュニティセンター１階 

         和歌山市紀三井寺８５６番地 

和歌山市南コミュニティセンター３階 

         和歌山市直川３２６番地７ 

         和歌山市さんさんセンター紀の川１階 

         和歌山市布施屋４１番地 

         和歌山市河南コミュニティセンター１階 

         和歌山市小雑賀８０５番地１ 

         オークワセントラルシティ和歌山店書籍売り場横 

和歌山市中字楠谷５７３番地 

         イオンモール和歌山３階イオンホール 

２ 期日前投票所を設ける期間 

  令和５年４月１７日（月）から同月２２日（土）まで 午前８時３０分から午後８時まで 

（令和５年４月１６日掲示済）  

 

和歌山市選挙管理委員会告示第４２号 

令和５年４月２３日執行予定の和歌山市議会議員一般選挙の期日前投票所である和歌山市河北コミュニティセ
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 ンター１階、和歌山市東部コミュニティセンター１階、和歌山市南コミュニティセンター３階、和歌山市さんさ

んセンター紀の川１階、和歌山市河南コミュニティセンター１階、オークワセントラルシティ和歌山店書籍売り

場横及びイオンモール和歌山３階イオンホールにおいて、次のとおり開始時刻の繰り下げをする。 

令和５年４月１６日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長  大 西 勉 己    

開始時刻 

（１）和歌山市河北コミュニティセンター１階 午前９時 

（２）和歌山市東部コミュニティセンター１階 午前９時 

（３）和歌山市南コミュニティセンター３階 午前９時 

（４）和歌山市さんさんセンター紀の川１階 午前９時 

（５）和歌山市河南コミュニティセンター１階 午前９時 

（６）オークワセントラルシティ和歌山店書籍売り場横 午前９時 

（７）イオンモール和歌山３階イオンホール 午前１０時 

（令和５年４月１６日掲示済）  

 

和歌山市選挙管理委員会告示第４３号 

令和５年４月２３日執行の和歌山市議会議員一般選挙における選挙長にする届出等の受理場所を次のように定

める。 

  令和５年４月１６日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長  大 西 勉 己    

 場所 和歌山市西汀丁３６番地 和歌山商工会議所４階 大ホール 

（令和５年４月１６日掲示済）  

 

和歌山市選挙管理委員会告示第４４号 

 令和５年４月２３日執行の和歌山市議会議員一般選挙における選挙公報及び各投票所内の候補者の氏名等の掲

載順序を定めるくじを行う場所及び日時を次のように定める。 

 令和５年４月１６日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長  大 西 勉 己    

１ 場所 和歌山市西汀丁３６番地 和歌山商工会議所４階 大ホール 

２ 日時 令和５年４月１６日（日）午後５時３０分 

（令和５年４月１６日掲示済）  

 

和歌山市選挙管理委員会告示第４５号 

 令和５年４月２３日執行の和歌山市議会議員一般選挙における選挙会の場所及び日時を次のように定める。 

  令和５年４月１６日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長  大 西 勉 己    

１ 選挙会の場所 和歌山市土入３１８番地の１ 和歌山市立市民体育館 

２ 選挙会の日時 令和５年４月２３日（日） 午後９時３０分 

（令和５年４月１６日掲示済）  

 

和歌山市選挙管理委員会告示第４６号 

 令和５年４月２３日執行の和歌山市議会議員一般選挙の開票事務は選挙会事務に併せて行う。 
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   令和５年４月１６日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長  大 西 勉 己    

（令和５年４月１６日掲示済）  

 

和歌山市選挙管理委員会告示第４７号 

 令和５年４月２３日執行の和歌山市議会議員一般選挙における候補者から届出のあった選挙立会人となるべき

者がそれぞれ１０人を超えるとき、又は同一の政党その他の政治団体に属する者がそれぞれ３人以上のときの選

挙立会人となるべき者を定める「くじ」を行う場所及び日時を次のように定める。 

  令和５年４月１６日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長  大 西 勉 己    

１ 場所 和歌山市西汀丁３６番地 和歌山商工会議所４階 第２会議室 

２ 日時 令和５年４月２０日（木） 午後６時３０分 

（令和５年４月１６日掲示済）  

 

和歌山市選挙管理委員会告示第４８号 

 令和５年４月２３日執行の和歌山市議会議員一般選挙における公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の

要旨の公表場所を次のように定める。 

  令和５年４月１６日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長  大 西 勉 己    

場所 和歌山市役所掲示板 

（令和５年４月１６日掲示済）  

 

和歌山市選挙管理委員会告示第４９号 

令和５年４月２３日執行の衆議院小選挙区和歌山県第１区選出議員補欠選挙及び和歌山市議会議員一般選挙に

おける投票及び開票の順序を次のように定める。 

  令和５年４月１６日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長  大 西 勉 己    

１ 衆議院小選挙区和歌山県第１区選出議員補欠選挙 

２ 和歌山市議会議員一般選挙 

（令和５年４月１６日掲示済）  

 

和歌山市選挙管理委員会告示第５０号 

 令和５年４月２３日執行の和歌山市議会議員一般選挙における選挙運動費用の制限額を次のように定める。 

  令和５年４月１６日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長  大 西 勉 己    

１ 和歌山市議会議員一般選挙における制限額 ６，２１９，１００円 

（令和５年４月１６日掲示済）  

 

【 教 育 委 員 会 告 示 】 
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 和歌山市教育委員会告示第７号 

 和歌山市教育委員会定例会を次のとおり開催することとし、招集したので告示する。 

令和５年４月７日 

                                   和歌山市教育委員会      

                                   教育長  阿 形 博 司    

１ 日時 令和５年４月１２日（水） 午後１時３０分から 

２ 場所 和歌山市七番丁２３番地 

     和歌山市役所１１階 教育委員室 

３ 事案 

（１）令和５年度和歌山市教育委員会客員指導主事について 

（２）令和６年度に和歌山市立和歌山高等学校で使用する教科用図書の採択について 

（３）令和６年度に和歌山市立小学校及び義務教育学校前期課程で使用する教科用図書の採択について 

（４）その他 

                                   （令和５年４月７日掲示済）  

 

【 教 育 委 員 会 公 告 】 

 

 和歌山市民図書館及び和歌山市民図書館西分館（以下「図書館」という。）の指定管理者の公募について、和

歌山市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則（平成２４年規則第７号）第２条第１項

の規定に基づき公告する。 

 令和５年４月１７日 

和歌山市教育委員会       

教育長  阿 形 博 司    

１ 管理施設 

（１）和歌山市民図書館（和歌山市屛風丁１７番地） 

（２）和歌山市民図書館西分館（和歌山市松江７７５番地の１） 

２ 業務内容 

（１）図書館法第３条に定める図書館奉仕の事業に関する業務 

（２）図書館の施設の利用及びその制限に関する業務 

（３）図書館の維持管理に関する業務 

３ 指定予定期間 

  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日までの５年間 

４ 指定申請方法 

（１）募集要項の配布期間、場所及び方法 

   期間 令和５年４月１７日（月）から同年５月２日（火）まで（土曜日及び日曜日を除く。）の午前９時

から午後５時まで 

   場所及び方法 和歌山市役所１１階 読書活動推進課において配布 

          上記期間中、和歌山市のホームページからもダウンロード可能 

（２）提出書類の受付期間、場所及び方法 

   期間 令和５年５月２２日（月）から同年６月２３日（金）まで（土曜日及び日曜日を除く。）の午前９

時から午後５時まで 

   場所及び方法 和歌山市役所１１階 読書活動推進課に直接持参することとし、郵送等は認めない。 

提出書類のうち財務諸表については、令和５年５月２２日（月）から同年６月９日（金）まで（土曜日及 

び日曜日を除く。）の午前９時から午後５時まで、読書活動推進課に直接持参又は郵送のいずれかにより提 

出することとする。郵送の場合は、令和５年６月９日（金）必着。 
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 （３）図書館の一括管理 

   和歌山市民図書館及び和歌山市民図書館西分館は、２施設を一括して管理することになるため、単独施設 

  の申請は不可とする。 

（令和５年４月１７日提示済）  

 

【 農 業 委 員 会 公 告 】 

 

和歌山市農業委員会総会を次のとおり招集する。 

  令和５年４月５日 

和歌山市農業委員会     

会長  谷  河 績    

１ 開催日時 

  令和５年４月１０日 １３時００分 

２ 開催場所 

  和歌山市農業委員会事務局 会議室 

３ 審議案件 

（１）和歌山市遊休農地解消対策事業に伴う遊休農地の証明願について 

（２）農地法第３条の規定による許可申請について 

（３）農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

（４）農用地利用集積計画について 

（５）非農地通知について 

（６）「令和５年度最適化活動の目標の設定等」について 

（令和５年４月５日掲示済）  

 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定により、農用地利用集積計画を定

めたので、同法第１９条の規定により公告する。 

なお、当該農用地利用集積計画を和歌山市農業委員会事務局において縦覧に供する。 

  令和５年４月１０日 

    和歌山市農業委員会     

会長  谷  河 績    

（令和５年４月１０日掲示済）  

  

【 企 業 局 告 示 】 

 

和歌山市企業局告示第１７号 

水道法（昭和３２年法律第１７７号）第２５条の３の２の規定により和歌山市企業局指定給水装置工事事業

者として指定の更新がされた者を、和歌山市水道事業給水条例施行規程（平成１０年水道局規程第２号）第２７

条第２号の規定により告示する。 

令和５年４月１１日 

和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男    

事業者 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月日 登録番号 

和歌山市直川１１７５番地の１ 

株式会社辻住設 

代表取締役 辻 辰彦 

株式会社辻住設 和歌山市直川１

１７５番地の１ 

 

令和５年３月１４

日 

第５１５

号 
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和歌山市大谷８０６番地４３ 

助野設備 

代表者 助野祐造 

助野設備 和歌山市大谷８

０６番地４３ 

令和５年３月２９

日 

第４５９

号 

和歌山市岩橋９６８番地６ 

希和設備 

代表者 中村康司 

希和設備 和歌山市岩橋９

６８番地６ 

令和５年３月２９

日 

第４９９

号 

（令和５年４月１１日掲示済）  

 


